
上ノ国町漁業担い手支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、上ノ国町の漁業の持続的発展を図るために、新規就漁希望者

及び漁業後継者（以下「漁業担い手等」という。）に対し、必要な支援を行うこ

とにより、新たな漁業担い手等の確保を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 新規就漁希望者 本町に住所を有し、新たにひやま漁業協同組合（以下

「ひやま漁協」という。）の組合員の資格を取得してから、漁業経営をしよう

とする者。ただし、次号に規定する者を除く。 

(２) 漁業後継者 本町に住所を有し、町内で漁業を経営する漁家である漁業者

の３親等以内の親族にある者 

（補助事業の内容） 

第３条 町長は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(１) 研修経費補助 漁業担い手等が北海道立漁業研修所において実施される総

合研修（以下「総合研修」という。）を受講する際に要する経費の一部を補助

する。 

(２) 漁業資格取得経費補助 漁業担い手等が漁業に必要な資格を取得する際に

要する経費の一部を補助する。 

(３) 漁業従事研修補助 新規就漁希望者が町内の受入漁業者の元で漁業に従事

する際に要する経費の一部を補助する。 

(４) 漁船・漁網等購入経費補助 新規就漁希望者が町内で漁業経営を開始した

際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する。 

（補助対象者） 

第４条 この補助金の交付対象者は、前条第１号及び第２号は漁業担い手等、同条

第３号及び第４号は新規就漁希望者とし、次の各号のいずれにも該当しなければ

ならないものとする。 

(１) 上ノ国町に住所を有する者 

(２) 過去に上ノ国町において漁業経営の経験がない者 

(３) 申請時の年齢が40歳以下である者 

(４) 町税等の滞納がない者 

(５) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でない



こと。 

（補助対象経費等） 

第５条 この補助金の交付対象となる経費、補助率、補助金額及び申請期限は、次

の表のとおりとする。 

補助名 補助対象経費 補助率 補助金額 申請期限 

研 修 経 費

補助 

研修受講料、宿泊施

設使用料、その他研

修に要する経費（以

下「受講料等」とい

う。） 

２ 分 の １

以内 

30 万 円 以

内 

総合研修を受講す

る前まで 

漁 業 資 格

取 得 経 費

補助 

小型船舶免許、海上

特殊無線技士、潜水

士の取得に要する経

費 

２ 分 の １

以内 

３ 万 円 以

内 

資格を取得後１ヶ

月以内 

漁 業 従 事

研修補助 

町内の受入漁業者か

ら指導を受け、漁業

に従事する際に要す

る経費 

定額 毎 月 16 万

円 。 た だ

し 、 24 月

を 限 度 と

する。 

研修開始の１ヶ月

前まで。ただし、

研修期間が年度を

またぐものは毎年

４月 

漁 船 ・ 漁

網 等 購 入

経費補助 

漁船購入費、漁網漁

具購入費、艤装費 

２ 分 の １

以内 

200万円以

内 

漁業経営の開始日

から６ヶ月以内 

２ 漁業従事研修補助を受ける者（以下「研修生」という。）は、１月間に20日以

上の漁業従事日数を必要とする。ただし、天候、事故、病気などやむを得ない事

由が生じた場合はこの限りでない。 

（事前協議） 

第６条 第３条第３号に規定する漁業従事研修補助を受けようとする者は、事前に

履歴書（別記様式第１号）を町に提出し、町及びひやま漁協と協議を行い、受入

漁業者の承諾及びひやま漁協の承認を受けた漁業研修計画書（別記様式第２号）

を作成しなければならない。 

（交付申請） 



第７条 補助金の交付を受けようとする者は、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金

交付申請書（別記様式第３号）に次の表に定める添付書類を添えて町長に申請し

なければならない。 

補助名 添付書類 

研修経費補助 １ 受講生決定通知書の写し 

２ 推薦書（研修受講申込書添付の推薦書）の写 

し 

３ 住民票の写し 

漁業資格取得経費補助 １ 合格通知書の写し又はこれに準ずる書面の写

し 

２ 推薦書（別記様式第４号） 

３ 住民票の写し 

漁業従事研修補助 １ 漁業研修計画書（別記様式第２号） 

２ 住民票の写し 

漁船・漁網等購入経費補助 １ 購入しようとする漁船等の見積書の写し 

２ 購入しようとする漁船等のカタログ 

３ 推薦書（別記様式第４号） 

４ 住民票の写し 

２ 漁業資格取得経費補助を受けようとする総合研修の受講生及び研修生は、推薦

書（別記様式第４号）の添付を省略することができる。 

３ 町長は、第１項の添付書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることが

できる。 

（交付決定） 

第８条 町長は、前条の交付申請があったときには、速やかにその内容の審査を行

い、補助金交付の可否を決定し、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金交付等通知

書（別記様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更申請） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者が、第７条の申請内容を変更しようとすると

きは、速やかに上ノ国町漁業担い手支援事業補助金変更承認申請書（別記様式第

６号）を町長に提出し、承認を受けなければならない。なお、軽微な変更につい

ては、この限りではない。 



２ 前項において、漁業従事研修補助には、漁業研修変更計画書（別記様式第７

号）を申請書に添付しなければならない。 

３ 町長は、前２項の規定による変更承認の申請があったときは、その承認の可否

を決定し、申請者に通知するものとする。 

（概算払） 

第10条 漁業従事研修補助及び漁船・漁網等購入経費補助の交付決定を受けた者は、

補助金の概算払を受けることができるものとする。 

２ 前項の概算払を受けようとするときは、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金概

算払申請書（別記様式第８号）を町長に提出しなければならない。なお、漁業従

事研修補助において概算払を受けるときは、毎月10日までに提出しなければなら

ない。 

３ 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは、申請者に通知するもの

とする。 

（実績報告） 

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金実績

報告書（別記様式第９号）により、事業完了後次の表に定める添付書類を添えて、

速やかに町長に提出しなければならない。 

補助名 添付書類 

研修経費補助 １ 総合研修の全課程修了を証明する書面の写し 

２ 受講料等の精算額を確認できる書類の写し 

漁業資格取得経費補助 １ 取得した資格の免許証等の写し 

２ 受験料の精算額を確認できる書類の写し 

漁業従事研修補助 １ 上ノ国町漁業担い手支援事業補助金漁業従事研

修補助事業終了届出書（別記様式第10号） 

漁船・漁網等購入経費補助 １ 購入した漁船等の納品書、請求書及び領収書の

写し並びに写真 

２ 町長は、前項の添付書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることがで

きる。 

（確定通知） 

第12条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容の審査を行い、交

付すべき補助金の額を確定し、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金額確定通知書



（別記様式第11号）により、通知するものとする。 

（研修生の報告義務） 

第13条 漁業従事研修補助にあっては、研修生は漁業研修日誌総括表（別記様式第

12号）及び漁業研修日誌（別記様式第13号）（以下「研修日誌等」という。）を

研修期間毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。 

（禁止事項等） 

第14条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金を受ける権利を他に譲渡し、又は

担保に供してはならない。 

（補助金の返還） 

第15条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したと

きは、上ノ国町漁業担い手支援事業補助金交付取消決定書・返還命令書（別記様

式第14号）により、交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分の

補助金の返還を命ずるものとする。 

(１) 漁業従事研修補助の漁業研修における素行が不良であり、研修生として相

応しくないと認めたとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) その他町長が適当でないと認めたとき。 

（返還免除） 

第16条 町長は、前条において補助金の返還を命ぜられた者が、次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、全部又は一部の返還を免除することができる。 

(１) 災害、疾病等やむを得ない理由により、総合研修の受講又は、漁業研修を

継続することが困難となったとき。 

(２) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。 

(３) その他町長がやむを得ないと認めたとき。 

（返還免除の申請等） 

第17条 前条により補助金の返還金の免除を受けようとする者は、上ノ国町漁業担

い手支援事業補助金返還金免除申請書（別記様式第15号）を町長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 町長は、前項の規定による返還金の免除の申請があった場合において、その免

除の可否を決定したときは申請者に通知するものとする。 

（受入漁業者への謝礼） 

第18条 町長は、漁業従事研修補助の研修生を受入れ、適切な漁業技術指導等を行

った受入漁業者に指導謝金を毎月支給するものとする。 

２ 前項の指導謝金の額は、研修生１名につき、１日当たり2,000円とする。ただ

し、指導日数は１月当たり25日を限度とする。 



３ 指導日数の確認は、研修生から提出される研修日誌等によるものとする。 

（その他） 

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第６条関係） 

 



 



別記様式第２号（第６条、第７条関係） 

 



 



 



別記様式第３号（第７条関係） 

 



別記様式第４号（第７条関係） 

 



別記様式第５号（第８条関係） 

 



別記様式第６号（第９条関係） 

 



別記様式第７号（第９条関係） 

 



 



 



別記様式第８号（第10条関係） 

 



別記様式第９号（第11条関係） 

 



別記様式第10号（第11条関係） 

 

別記様式第11号（第12条関係） 

 



別記様式第12号（第13条関係） 

 



別記様式第13号（第13条関係） 

 



別記様式第14号（第15条関係） 

 



別記様式第15号（第17条関係） 

 


